入札心得（一般競争入札）

入札参加者は、契約書案、仕様書等を十分に理解するとともに信義誠実の原則を守り、 関係法令を遵守すること。
1 　入札書は封筒に入れ厳封し、事業名、見積者名を明記し持参すること。郵送又は電送による入札は認めない。
2 　入札参加申込書、質疑回答書、誓約書、入札書、入札書用封筒、委任状は様式1～6を用いること。
3 　入札書に記入する金額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた金額とする。
4 　入札者は会社の代表とし、もし代理人が入札する場合は委任状を持参し入札時に提出すること。
5 [bookmark: _GoBack]　同一事項の入札は、3回迄とし予定価格に達しない場合は、最安値投函者と予定額以下での随意交渉を行うことが出来るものとする。
6 　落札となるべき同価の入札した者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
7 　開札の結果、予定価格の制限の範囲の価格で入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、その者が当該契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すことになる恐れがある等、契約の相手方として著しく不適当であるときは、落札者とならない場合がある。
8 　刑法、私的独占の禁止及び構成取引の確保に関する法律を遵守し、入札の公正、公平を害する行為を行わないこと。
9 　入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
10 　入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
11 　入札書を提出後は、書換え、引換え又は撤回できない。
12 　次の場合の入札は無効入札とする。
(1) 　地方自治法施行令第16 7条の4に規定する者のした入札
(2) 　入札参加者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札ならびに入札に関する条例に違反した入札
(3) 　入札書記載の価格、指名その他の事項を確認できない入札
(4) 　入札書記載の価格を加除訂正した入札及び記名押印のない入札
(5) 　同一の入札者又はその代理人が、同一事項に二通以上の入札をした入札
(6) 　委任状を持参しない代理人がした入札
(7) 　談合その他不正の行為があったと認められる入札
(8) 　郵便又は電信による入札
13　入札参加者が連合し、不穏な行動をなす等、適正な入札ができないと認められる場合は、入札を延期し、又は中止することがある。
14　落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限、又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しない。
15　入札参加に要する費用は、入札参加者の負担とする。また、この契約に係る印紙税の全ては、落札者の負担とする。

様式4

入札書
（第　　　回）

	入札金額
	一金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（税抜）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（※消費税を含まない）





　




工事名称　：　済生会広島病院　非常放送設備更新工事

工事場所　：　広島県安芸郡坂町北新地二丁目3番10号　


　　　　　上記のとおり入札します。


社会福祉法人済生会支部
広島県済生会
支部長　菊間 秀樹　様

　令和　　年　　月　　日


住　所

社　名

代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞


入札者が代理人の場合（代理人氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

様式5

入札書用封筒

入札書は下記を参考にした封筒に入れ、必ず糊付け封印して提出すること。

（見本）
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　裏

　　
	社会福祉法人恩賜財団済生会支部
広島県済生会
支部長　菊間秀樹　様

入札書

工事名称　済生会広島病院　非常放送設備更新工事




	
	割　印

	

	割　印
割　印

	

	










※　社名の印刷された長3号封筒を使用すること。

様式6

委任状


社会福祉法人済生会支部
広島県済生会
支部長　菊間秀樹　様


私は、　　　　　　　　　　　　　　　　　を代理人と定め下記の権限を委任します。

	受託者使用印鑑
	











記

済生会広島病院　非常放送設備更新工事
の入札に係る一切の件

以上

　令和　　年　　月　　日


住　所

社　名

代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
